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おしらせＨＯＴコーナーおしらせＨＯＴコーナー

特定健診が始まります特定健診が始まります

○
予
防
接
種
・
健
診
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ラ
ー

　
お
子
さ
ま
の
生
年
月
日
か
ら
予
防
接
種

・
健
診
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
自
動
で
管
理

で
き
ま
す
。

○
成
長
記
録

　
お
子
さ
ん
の
身
長
、
体
重
な
ど
を
入
力

す
る
こ
と
で
、
成
長
グ
ラ
フ
の
作
成
が
で

き
ま
す
。

○
お
知
ら
せ
掲
示
板

　
保
育
所
の
入
所
に
関
す
る
お
知
ら
せ
な

ど
の
子
育
て
支
援
に
関
す
る
情
報
や
、
ウ

イ
ル
ス
の
流
行
情
報
な
ど
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ご
利
用
方
法

【
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
】

　

以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
お
よ
び
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
る
バ
ナ
ー
か
ら

サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
文も

字じ

に
美び

は
あ
り
や
。」伊い

集じ
ゅ
う

院い
ん

静し
ず
か　
著

「
そ
れ
自じ

体た
い

が
奇き

跡せ
き

」
小お

野の

寺で
ら

史ふ
み

宜の
り　
著

「
牛う

し

天て
ん

神じ
ん

」

山や
ま

本も
と

一い
ち

力り
き　
著

「
幕ば

く

末ま
つ

ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
」

吉よ
し

森も
り

大だ
い

祐す
け　
著

「
夜よ

更ふ

け
の
川か

わ

に
落お

ち

葉ば

は
流な

が

れ
て
」

西に
し

村む
ら

賢け
ん

太た　
著

「
九き

ゅ
う

十じ
ゅ
う

八は
っ

歳さ
い

に
な
っ
た
私わ

た
し

」
橋は

し

本も
と

治お
さ
む　
著

■
児
童
書

「
大だ

い

根こ
ん

は
エ
ラ
イ
」

久く

住す
み

昌ま
さ

之ゆ
き　
文
・
絵

「
じ
て
ん
し
ゃ
の
れ
る
か
な
」

平ひ
ら

田た

利と
し

之ゆ
き　
作

「
ビ
ジ
ュ
ア
ル
大お

お

相ず

撲も
う

図ず

鑑か
ん

」

服は
っ

部と
り

祐ゆ
う

兒じ　
監
修

「
さ
よ
な
ら
、
お
ば
け
団だ

ん

地ち

」

藤ふ
じ

重し
げ

ヒ
カ
ル　
作　
浜は

ま

野の

史ふ
み

子こ　
画

「
ペ
ー
パ
ー
プ
レ
ー
ン
」

ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ワ
ー
ラ
ン
ド　
作

　
井い

の

上う
え

里さ
と　
訳

■
４
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１
日
㈰
・
８
日
㈰
・
２２
日

㈰　
午
前
１１
時
～
▼
一
般
向
け
＝
８
日
㈰

・
２９
日
㈷　
午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
８
日
㈰
・
２９
日
㈷　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
４
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館

２
日
㈪
・
９
日
㈪
・
１６
日
㈪
・
２３
日
㈪　

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口

毎
週
土
・
日
曜
日
・
３０
日
㉁

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

質問

　私が知らない間に、私の父が孫（私の兄の子）を養子にしてしまっ
ていた。父に問いただすと、相続税の節税のためだという。このよう
な養子縁組は法律的に無効とはならないのか。

回答

　養子縁組には、戸籍上は実親との関係が残る普通養子縁組（民法７９
２条以下）と戸籍上は実親との関係が断ち切られる特別養子縁組（民
法８１７条の２以下）があります。今回は前者の場合を念頭にお答えしま
す。また、養子は養親の相続人となります。
　民法８０２条１号は、「当事者間に縁組をする意思がないとき」に縁組
を無効とすると定めていますから、今回の事例では、養親と養子の間
に「縁組をする意思」がなかったかどうかが問題となります。「縁組
をする意思」とは、養子縁組をすることで親子関係を作り出すという
法律行為を行う意思と言い換えることもできます。
　近時、最高裁判所は、節税効果を発生させることを動機として養子
縁組をした場合であっても、そのような動機と縁組をする意思とは併
存することができるとして、直ちに無効となるものではないという判
断を示しました（最高裁平成２９．１．３１）。これは、節税の動機があれ
ば「縁組をする意思」が肯定されると判断したものではありませんか
ら、「縁組をする意思」がなかったかどうかが重要であることは変わ
りません。
　結局のところ、事例では、「縁組をする意思」がなかったことを示
す事情の有無によって養子縁組の無効が判断されるといえますから、
例えば養親と養子との人間関係や養子縁組をする前からの言動、養親
と養子との親子関係を創設するための真面目でひたむきな話し合いの
有無などという事情が大切となります。
　なお、「縁組をする意思」がなかったことを示す事情は、養子縁組
が無効であるという訴訟を提起する側（原告）が主張しなくてはなり
ませんので、専門的知識を有する弁護士に相談されるのが望ましいと
思われます。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　西原将明（弁護士）

　
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

松
伏
町

ミ
ニ
ま
つ
ぶ
し
２
０
１
８

　
子
ど
も
た
ち
が
ミ
ニ
ま
つ
ぶ
し
町
民
と

な
っ
て
、
仕
事
を
し
て
独
自
の
通
貨
（
パ

イ
ン
「
松
」）
で
給
料
を
も
ら
い
、
そ
の

通
貨
で
食
事
や
体
験
が
で
き
ま
す
。

腹
３
月
２４
日
㈯　
午
前
１０
時
～
午
後
４
時
、

２５
日
㈰　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

複
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

沸
１
日
券
２００
円
、
２
日
間
券
３００
円
※
５
歳

以
下
の
方
は
１００
円
で
５００
パ
イ
ン
と
交
換
し

ま
す
。

物
松
伏
町
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
実
行
委
員

会
（
教
育
文
化
振
興
課
内
）
☎
９９１
・
１
８

７
３

三
郷
市

三
郷
春
祭
り
２
０
１
８

腹
４
月
８
日
㈰　
午
前
１０
時
～
午
後
５
時

（
荒
天
中
止
）

複
に
お
ど
り
公
園

淵
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
に
よ
る
屋
台
村
で
公
園

内
の
桜
と
グ
ル
メ

物
三
郷
中
央
に
ぎ
わ
い
創
出
実
行
委
員
会

事
務
局
（
ま
ち
づ
く
り
事
業
課
内
）
☎
９３０

・
７
７
４
６草

加
市

草
加
さ
く
ら
祭
り

　
両
岸
に
桜
並
木
が
続
く
葛
西
用
水
沿
い

で
満
開
の
桜
を
楽
し
め
ま
す
。

腹
３
月
２５
日
㈰
～
４
月
１
日
㈰

複
葛
西
用
水

物
文
化
観
光
課
☎
９２２
・
２
４
０
３

吉
川
市

産
業
フ
ェ
ア

腹
３
月
２７
日
㈫　
午
後
１
時
～
４
時
３０
分

複
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す

淵
市
内
事
業
者
が
一
堂
に
会
す
工
業
展
、

就
職
相
談
会

物
商
工
課
☎
９８２
・
９
６
９
７

越
谷
市

市
制
６０
周
年
記
念　
出
羽
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
８

腹
４
月
８
日
㈰　
午
前
９
時
４５
分
～
午
後

２
時

複
出
羽
公
園

淵
巨
大
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
ガ
ー
デ
ン
や
池
に

浮
か
ぶ
ウ
ォ
ー
タ
ー
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
な
ど
、

６
万
本
の
色
鮮
や
か
な
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の

祭
典

物
出
羽
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会

（
出
羽
地
区
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
９４０
・
７
５

２
１

特定健診は４月１日から受診できます
継続的に受診することが重要です！

物国保年金課☎焚８２５

　
さ
ま
ざ
ま
な
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い
て
、
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
電
話
、
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
検
索
・
閲
覧
が
で
き
る

子
育
て
応
援
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
お
よ
び
ア
プ

リ
の
「
や
し
お
子
育
て
応
援
ナ
ビ
」
を
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

主
な
機
能

○
年
齢
別
検
索　
お
子
さ
ん
の
年
齢
に
応

じ
て
必
要
な
子
育
て
情
報
を
検
索
で
き
ま

す
。

○
目
的
別
検
索　
保
育
施
設
や
子
育
て
相

談
窓
口
な
ど
、
子
育
て
支
援
に
関
す
る
情

報
を
目
的
別
の
項
目
か
ら
検
索
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

○
お
知
ら
せ
機
能　
子
育
て
情
報
を
メ
ー

ル
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
方
は
プ
ッ
シ
ュ
通
知
で
お
知
ら
せ
を

受
け
取
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：http://yashio.city-hc.jp/

【
ア
プ
リ
】

　

ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
の
方
は
Ａ
ｐ
ｐ 

Ｓ
ｔ

ｏ
ｒ
ｅ
、
Ａ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ
ｉ
ｄ
の
方
は
Ｇ
ｏ

ｏ
ｇ
ｌ
ｅ 

ｐ
ｌ
ａ
ｙ
か
ら
無
料
で
ア
プ

リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
際
は
「
や
し
お
子
育

て
応
援
ナ
ビ
」
と
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
利
用
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項

○
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ラ
ー
な
ど
個
人
の
情
報
が

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
に
あ
た
っ
て

は
、
登
録
が
必
要
で
す
。

○
登
録
料
、
利
用
料
は
無
料
で
す
が
、
通

信
費
、
パ
ケ
ッ
ト
代
は
ご
自
身
の
負
担
と

な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

物
子
育
て
支
援
課
☎
焚
８
３
９

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

「
や
し
お
子
育
て
応
援
ナ
ビ
」を
ご
活
用
く
だ
さ
い

対 象 者 昭和１９年４月１日～昭和５４年３月３１日生まれ
の八潮市国民健康保険被保険者

実施期間 ４月１日～１１月３０日
負 担 金

５００円
※�平成２９年度の住民税非課税世帯の方および
平成３０年度に４０歳になる方は無料

受診券など 　�対象者の方へ、受診券および健診内容などを記載したもの
を個別に発送します。

発送時期

　受診券などの発送時期は、次のとおりです。
２月までの国保加入者 → ３月末
３月中の国保加入者　 → ４月末
４月中の国保加入者 　→ ５月末

そ の 他 　�後期高齢者医療被保険者の方にも、上記と同様に受診券な
どを発送します。

早期受診が
お勧めです！

もっぱら相続税の節税のためにされた
養子縁組について

バナー
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